
PAZ内から県外避難先施設までの広域避難経路

小浜IC→舞鶴若狭自動車道
→中国自動車道→福崎IC下車

国道303号→国道161号→京都東IC→名
神高速→中国自動車道→山陽自動車道

大飯高浜IC→舞鶴若狭自動車道
→中国自動車道→宝塚IC下車

府道・県道1号→国道27号
→国道173号→国道176号

PAZ

UPZ

川西市

姫路市 県外避難を実施する際、避難先施設に
おいて駐車場確保が困難な場合等に
は、「車両一時保管場所※」を設置する。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

丹波の森公苑
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 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。

 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

かわ にし し

ひめ じ し



１．道路渋滞把握対策

ヘリテレ伝送システムを活用し、道路渋滞の把握を実施

２．交通誘導対策

主要交差点等における府県・市町職員や府県警察職員等の

交通整理により、円滑な避難誘導を実施。

３．交通広報対策

・道路管理者が管理する 「道路情報板」及び府県警察が管理

する「交通情報板」を活用した広報

・日本道路交通情報センター（JARTIC）が行うラジオ放送、交

通情報提供システム（AMIS）を利用したカーナビへの情報提

供による広報

・県配備の「避難誘導・交通規制用ＬＥＤ表示装置」による広報

等

４．交通規制対策

・混雑発生交差点における信号機操 作、混雑エリアでの交通

整理・誘導・ 規制等による円滑な交通流の確保。

・信号機の滅灯等動作不能の事態が発生した場合は、自家発

電機等による応急復旧、警察官等による現場交通規制によ

り対応。

・一元的な交通規制が必要になった場合は、オフサイトセン

ターにおいて、国、自治体、実動組織等の関係者による協

議の場を設け、道路管理者等からの道路等の被災状況等

の情報も踏まえつつ、対処。

５．その他の避難の円滑化対策

・避難経路上の改善を行う等の原子力災害時避難円滑化モ

デル実証事業の成果を活用し、原子力災害時における住

民等の避難をより円滑に実施。

大飯地域における交通対策

【自家発電機付信号機】

避難経路等に設置

【ﾍﾘによる映像伝送】

道路渋滞状況を把握し、避
難誘導・交通規制

日置交差点

大飯高浜ＩＣ付近

小浜西ＩＣ付近

薗部口交差点

小倉交差点

：道路情報板設置箇所

【凡例】

：自家発電機付信号機

：交通整理・誘導を行う主な主要交差点

三宅交差点

湯岡橋東詰交差点

【避難誘導ｲﾒｰｼﾞ】

主要交差点にて実施

PAZ

UPZ

 PAZ及びUPZ内の住民の車両による避難を円滑に行うため、ﾍﾘからの映像伝送により道路渋滞を把
握し、関係府県・関係市町及び府県警察による避難車両の誘導や、主要交差点等における交通整
理・規制、「道路情報板」等を活用した広報等の交通対策を行う。

避難を円滑に行うための対応策

おおもんななじょう

おおいたかはま

そのべぐち

おばまにし

ゆのおかばしひがしづめ

ひ き

おお い

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

大門七条交差点

舞鶴東ＩＣ付近

おおもんななじょう
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：原子力災害時避難円滑化モデル実証
事業実施箇所



自然災害等により避難先が被災した場合の避難先の多重確保

 自然災害等により、避難先施設が利用できなくなった場合に備え、福井県、京都府及び滋賀県では府県内に加え、
府県外においても避難先をあらかじめ確保済み。

 さらに、府県外避難先が、被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数の受入れができない場合には、
同一受入れ府県内において、必要な受入れの割当てを見直し、避難先の確保を行う。

 また、避難先府県において、受入れの一部又は全部ができない場合には、関西広域連合に対し、その受入れがで
きない部分についての受入れの調整を要請する。

 関西広域連合は、受入れの要請を受けた場合には、構成府県・連携県に受入可能人数・施設等を照会し、避難元
府県その他の構成府県・連携県と調整の上、避難先の確保を行う。

※滋賀県、京都府、福井県は他府

県の避難先としては想定しない

関西広域連合
の構成府県・連携県

構成府県 連携県

滋賀県※

京都府※

大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
徳島県

福井県※

三重県
鳥取県

【避難元・府県外避難先の全体像及び構成府県・連携県】

事前に定めた
府県外避難
先へ避難

同一受入れ府
県内で調整した
避難先へ避難

関西広域連合

構成府県・連携
県内で調整した
避難先へ避難

同一受入れ府県内
において避難先が
確保できない場合

自然災害等により
事前に定めた府県
外避難先が利用で
きない場合

【府県外避難先の多重確保】
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半島地域が孤立した場合の対応(大島半島、内外海半島)

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への要請後、

発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

おお しま うち と み

敦賀港等

和田港等

内外海漁港（堅海）

大島漁港（はまかぜ交流センター西側）

船舶による避難

PAZ

堅海児童センター

屋内退避施設
（収容可能者数： １０４人）

Ｈ

Ｈ

若狭ヘリポート
（大型ヘリ離着陸可能）

泊区内場外離着陸場

福井県栽培漁業センター
放射線防護施設

（収容可能者数：100 人）

はまかぜ交流センター
放射線防護施設

（収容可能者数： 155人）
屋内退避施設

（収容可能者数： 907人）

内外海漁港（泊）

小浜漁港（仏谷）

福井県立大学海洋生物
資源臨海研究センター

屋内退避施設
（収容可能者数：70人）

大島漁港（日角浜）

大島小学校
放射線防護施設

（収容可能者数：75人）
屋内退避施設

（収容可能者数：900人）

大島漁港（畑村）

Ｈ

Ｈ

ヘリによる避難

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

大島漁港（南浦）

大島半島

内外海半島
とまり

ほとけだに

はたむら

ひ つ はま

わか さ

かつみ

とまり

かつ み

うち と み

小浜港

みやどめ
大島漁港（宮留）

(C)2017ZENRIN(Z05E-第175号)

おおい町多目的グラウンド
（大型ヘリ離着陸可能）

 PAZに該当する大島半島（おおい町）、内外海半島（小浜市）については、自然災害等により住民が孤立した場合、避難体制が整うま
では放射線防護施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより海路及び空路による避難を実施。な
お、関西電力においても、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交通の
確保に努める。

ちょう お ばま しうち と み
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６．UPZ内における対応

＜対応のポイント＞

1. 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民（避
難行動要支援者を含む。）は屋内退避を開始するため、これを円滑に実施で
きる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害
対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える
区域を特定し、当該区域の住民が一時移転等を行うこととなるため、一時移
転等できる体制を整備。一時移転等の対象区域以外は、原子力災害対策本
部の指示があるまで屋内退避を継続。
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UPZ内における防護措置の考え方

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、UPZ内住民は屋内退避を開始する。

 万が一放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ばくのﾘｽ

ｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、国の原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、原子力災害対策指針で定める基準

（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定する。 毎時500μ㏜超過の区域を数時間内を目途

に特定し、当該特定された地域の住民は、速やかに避難等（移動が困難な者の一時屋内退避を含む。）を行う

（OIL1）。また、毎時20μ㏜超過した時から概ね１日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μ㏜超過している

区域を特定し、当該特定された地域の住民は、1週間程度内に一時移転を行う（OIL2）。

 これらの防護措置（一時移転等※１）を的確に実施できる体制を整備する。

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

PAZ

UPZ

PAZ内は
即時避難

屋内退避

１週間程度内に
一時移転

緊急時
モニタリンクﾞ

毎時20μSv超過
（OIL2）と特定された
区域

毎時500μSv超
過（OIL1）と特定
された区域

速やかに避難等

放射性物質の放出

全面緊急事態

※１ 一時移転等に伴い屋外に出る際には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を着用したり、放射性物質を
体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)
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UPZ内は
屋内退避




